
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 国民年金等受給者ファイル 

行政機関等の名称 岩手県大船渡市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 

国民年金法及び行政手続きにおける特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」という）

の規定に従い、国民年金の事務を行うため 

記録項目 

・年金決定者一覧表 

（１進達課所、２年金種別、３進達番号、４年金証書の基

礎年金番号、５年金コード、６市町村符号、７氏名、８生

年月日、９発生年月、10受給権者数、11続柄、12基礎年金、

13期間、14付加年金、15障害等級、16停止理由・期間、17

保留、18業務上外、19未選択、20年金手帳の基礎年金番号

21他年金証書の基礎年金番号・年金コード、22住所、23備

考（個人番号）） 

・死亡一時金の裁定結果 

（１基礎年金番号、２死亡者氏名、３死亡者生年月日、４

金額、５請求者氏名、６受付年月日） 

・特別障害給付金処理結果一覧表について 

（１受給資格者、２処理年月、３処理結果） 

・年金生活者支援給付金認定結果一覧表 

（１請求年度、２基礎年金番号、３給付種別、４市町村符

号、５氏名、６生年月日、７郵便番号、８住所、９受付年

月日、10 認定年月日、11 支給開始年月、12 支給金額、13

理由、14個人番号） 

・未支給決定・不該当一覧表 

（１原因、２死亡した受給権者、３請求者氏名、４支払額 

５支給対象期間） 

・国年短期現況届（診断書）要提出者一覧表 

（１基礎年金番号、２年金コード、３生年月日、４氏名、

５住所、６郵便番号、7受給権発生日、８業務上外、９診断

書コード、10等級、11傷病名、12差引認定、13有期固定、

14差止年月） 

・国民年金障害基礎年金所得審査結果一覧 

（１基礎年金番号、２年金コード、３氏名、４生年月日、

５他年金受給の有無、６年金額、７審査結果） 

・国民年金・厚生年金保険支給額変更者一覧表 

（１課所符号、２市町村コード、３支給額変更年月、４変

更理由、５年金額、６加算額、７支給停止額、８支払年金

額、９加給区分、10下支え加算表示、11遺族加算区分、12

加給・加算対象者、13障害等級、14診断書の種類、15次回

診断書提出年月、16変更後の被保険者期間等、17年金証書

の基礎年金番号、18番号・年金コード、19生年月日、20氏

名、21年金手帳の基礎年金番号 

・国民年金受給権者（年金額改定者）一覧表（短期） 

（１基礎年金番号、２年金コード、３氏名、４生年月日、



５発生年月、６受給権者数、７支払保留、８差止年月、９

業務上外、10第三者、11年金担保権、12住所、13他の年金

の基礎年金番号・年金コード、14改定後の年金額、15加算

区分、16障害等級、17診断書コード、18傷病名コード、19

有期固定、20停止事由、21停止期間） 

・国民年金年金額改定者一覧表 

（１基礎年金番号、２年金コード、３氏名、４改定後の年

金額） 

・国民年金老齢年金（通算老齢年金）年金額改定者一覧表 

（１基礎年金番号、２年金コード、３氏名、４改定後の年

金額） 

記録範囲 

・老齢基礎・障害基礎年金などの請求手続きを行った方 

・大船渡市に住民票がある国民年金、障害基礎年金等の受

給者 

記録情報の収集方法 日本年金機構 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）大船渡市総務部総務課 

（所在地）〒022-8501 

岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
 － 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル 

□有 ☐無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 － 

備   考  

 


